
 

姫路市上下水道局公告第 ５５ 号   

令和 ５年 ６月 １日   

 

 姫路市上下水道事業管理者  稙 田 敏 勝    

 

制限付一般競争入札について 

 

塩化銀の売払いについて制限付一般競争入札により契約を締結するので、姫路市上下水道局

契約規程（令和４年姫路市上下水道局管理規程第７号）第２条の規定によりその例によること

とされた姫路市契約規則（昭和６２年規則第２９号。以下「規則」という。）第４条の規定に

より下記のとおり公告する。 

 

記 

１ 入札に付する事項 

⑴ 件名     塩化銀売払い  

⑵ 数量     約２２．７㎏ 

⑶ 引渡し場所  姫路市上下水道局下水道部下水道管理センター（中部析水苑２階水質分

析室） 

 

２ 入札参加資格 

  入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

⑴ 姫路市上下水道局入札参加資格制限基準（令和４年４月１日制定。以下「入札制限基準

」という。）第１項の規定によりその例によることとされた姫路市入札参加資格制限基準

（平成２５年３月２５日制定。）に該当しない者 

⑵ 競争入札の参加資格について、次のいずれかの要件を満たすこと。 

ア 競争入札の参加資格等について（令和４年姫路市上下水道局告示第３号）第３項の規

定によりその例によることとされた競争入札の参加資格等について（平成２３年姫路市

告示第４０８号。以下「告示」という。）第５項の規定により業者登録名簿に登録され

、かつ、業者登録名簿の物品業種のうち、詳細業種「試薬」、「工業薬品」、「金属く

ず」又は「古物」において競争入札に参加する資格を有する者 

イ 参加申込締切日（第４項第３号に定める入札参加申込受付期間の最終日をいう。）ま

でに告示第４項に規定する業者登録名簿への登録を申請し、受付され、かつ、入札日に

おいて詳細業種「試薬」、「工業薬品」、「金属くず」又は「古物」において競争入札

に参加する資格を有すると認められる予定であること。 

⑶ 法人にあっては姫路市税（納税義務がある場合に限る。以下同じ。）、消費税（納税義

務がある場合に限る。以下同じ。）及び地方消費税（納税義務がある場合に限る。以下同

じ。）並びに法人税（納税義務がある場合に限る。以下同じ。）に滞納がない者。個人に

あっては姫路市税、消費税及び地方消費税並びに所得税（納税義務がある場合に限る。以

下同じ。）に滞納がない者 



⑷ 公告の日から落札決定の日までの間において、次の全てに該当する者 

 ア 姫路市上下水道局指名停止等措置要綱（令和４年４月１日制定。以下「指名停止等措

置要綱」という。）の規定による指名停止（以下「指名停止」という。）を受けていな

い者 

 イ 指名停止等措置要綱第３条第１項の規定によりその例によることとされた姫路市登録

業者指名停止等措置要綱（昭和６２年６月２５日制定）第２条に規定する指名停止の措

置要件に該当しない者 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て（同法附則第

２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る会社更生法（昭和２７

年法律第１７２号）に基づく更生手続開始の申立てを含む。）がなされていない者又は当

該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けて

いる者 

⑹ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

ない者又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再

認定を受けている者 

⑺ 入札に参加しようとする者との関係が次のアからウまでのいずれにも該当しない者 

 ア 資本関係 

   次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、子会社（会社法（平成１７年法

律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）若しくは子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民

事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。 

a 親会社（会社法第２条第４号に規定する親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係

にある場合 

b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ 人的関係 

   次のいずれかに該当する２者の場合をいう。ただし、aについては、会社の一方が更生

会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。  

a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４

条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている関係 

   ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

     次のいずれかに該当する２者の場合をいう。 

a 組合とその組合員 

b 一方の会社の代表者と他方の会社の代表者とが夫婦の関係である場合 

   ⑻ 姫路市上下水道局が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（令和４年４

月１日制定。以下「暴力団排除要綱」という。）第２条の規定によりその例によることと

された姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱（平成２５年４月１

日制定。）第３条各号に定める排除対象業者（以下「排除対象業者」という。）に該当し

ない者 

 



３ 制限付一般競争入札参加申込書等の配布の期間及び場所 

配布期間 公告の日から令和５年（2023年）６月３０日まで 

配布場所 姫路市ホームページで提供 

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000024419.html 

 

４ 入札参加申込及び資格審査 

⑴ 本制限付一般競争入札に参加しようとする者（以下「参加希望者」という。）は、次に

掲げる書類等を姫路市上下水道事業管理者へ提出し、第２項に掲げる入札に参加する者に

必要な資格（以下「入札参加資格」という。）の審査を受けなければならない。 

ア 制限付一般競争入札参加申込書（様式１） 

イ 関連企業申告書（制限付一般競争入札用）（様式２） 

ウ 姫路市税に未納がないことの納税証明書［公告日以後に発行されたものの原本］（一

般競争入札参加用。姫路市税の納税義務がある場合に限る。） 

エ 所得税並びに消費税及び地方消費税に未納がないことの納税証明書（税務署様式その

３の２）［公告日以後に発行されたものの原本］又は法人税並びに消費税及び地方消費

税に未納がないことの納税証明書（税務署様式その３の３）［公告日以後に発行された

ものの原本］ 

オ 制限付一般競争入札参加資格確認通知書（以下「確認通知書」という。）の返信用封

筒（返信先（参加希望者の住所及び商号又は名称）を記載し、簡易書留料金分を含む郵

便料金に相当する切手を貼った長形３号封筒） 

⑵ 参加希望者は、前号に掲げる書類を次号に示す受付期間及び受付場所に簡易書留にて郵

送又は持参で提出しなければならない。 

⑶ 入札参加申込の受付期間及び受付場所 

受付期間 令和５年（2023年）６月１日から 

令和５年（2023年）６月３０日まで（本市の休日を除く。） 

 午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

受付場所 

 

姫路市飾磨区今在家１３５１－２２ 

姫路市上下水道局下水道部下水道管理センター 

⑷ 姫路市は提出された書類により入札参加資格を審査し、その結果は令和５年（2023年）７月

４日を目途に、確認通知書により通知する。 

⑸ 入札参加資格がないと認めた参加希望者には、確認通知書にその理由を記載する。 

⑹ 参加希望者は、入札参加資格がないと認めた理由について、姫路市に対し、説明を求めること

ができる。その場合には、令和５年（2023年）７月１３日正午までに、入札参加資格がない

と認めたことに対する理由を請求する旨を書面にて、下水道管理センターに持参または郵送によ

り提出すること。期日までに当該請求があった場合は、姫路市はこれに対し速やかに回答する。 

５ 売払い物件の確認及び見本の配布 

売払い物件の確認場所・日時は、次のとおりとする。 

なお、売払い物件確認の際、入札金額算出用見本２０ｇ（容器入り）を提供する。 

日時 令和５年（2023年）７月１４日 午後１時３０分から午後４時まで 



場所 姫路市飾磨区今在家１３５１－２２  

姫路市上下水道局下水道部下水道管理センター（中部析水苑２階水質

分析室） 

電話（079）234-6073 

売払い物件の確認及び見本の配布を希望する場合は、前項第１号アで定める制限付一般競

争入札参加申込書の提出時に、別に指定する売却物件確認兼見本配布申込書（様式３）に従

い、下水道管理センターまで申し出ること。また、現地までの交通費等は、参加希望者の負

担とする。 

 

６ 売払い物件に関する質疑 

⑴ 売払い物件等に関して質疑がある場合は、次のとおり別に指定する質疑書（様式４）に

質疑事項を記載して提出しなければならない。 

なお、質疑書の内容に参加希望者名を特定できる記載があるときは、回答しない。 

受付期間 令和５年（2023年）７月１４日から 

令和５年（2023年）７月２１日まで 

午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

受付場所及

び提出方法 

姫路市飾磨区今在家１３５１－２２ 

姫路市上下水道局下水道部下水道管理センター 

郵便又はＦＡＸによる提出に限る 

ＦＡＸ（079）234-5604 

⑵ 売払い物件等の質疑についての回答の開始日時及び場所 

質疑回答開

始日時 

令和５年（2023年）７月２６日 午前９時３０分から 

質疑の回答

を示す場所 

姫路市ホームページに掲載 

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000024419.html 

 

７ 契約条項を示す期間及び場所 

契約条項を示

す期間 

 

公告の日から令和５年（2023年）８月８日まで（本市の休日を除く。

） 

午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

契約条項を示

す場所 

姫路市ホームページに掲載 

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000024419.html 

 

８ 入札書の提出期間及び方法 

入札書の提出期間 令和５年（2023年）８月１日から 

令和５年（2023年）８月８日まで（必着） 

入札の方法 一般書留、簡易書留、レターパックプラス又はレターパックラ

イトでの郵送による入札 

宛先 

〒672-8079 姫路市飾磨区今在家１３５１－２２ 



姫路市上下水道局下水道部下水道管理センター  

 

９ 開札の日時及び場所 

開札の日時 令和５年（2023年）８月９日 午前１０時００分 

開札の場所 姫路市安田四丁目１番地 

姫路市上下水道局会議室（姫路市役所 東館３階） 

 

１０ 入札保証金及び契約保証金等に関する事項 

⑴ 入札保証金については、免除する。 

⑵ 契約保証金については、姫路市契約規則（昭和６２年姫路市規則第２９号。以下「規則

」という。）第２９条の規定を準用し、令和５年（2023年）８月１８日までに、第１５項

第４号に定める売払い金額の１０分の１以上の金額（１円未満切り上げ）を市が指定する

方法により納付すること。ただし、落札者が、第１５項第２号の契約予定日までに売払い

金額を全額納付したときは、この限りでない。 

 

１１ 入札に関する事項 

⑴ 入札方法等 

ア 入札書は、指定の様式（様式５）を使用すること。 

イ 本入札は、郵送での入札とする。入札方法については、別紙「郵便入札について」の

とおりとする。 

ウ 入札書及び封筒に件名等を記入し、封筒は密封すること。 

⑵ 入札に関する条件等 

ア 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった契約希望金額（消費税及び地方消費税相当額その他一切の経費を含む。）を入札

書に記載すること。 

イ 入札金額がゼロ又はマイナスの入札書は、提出できない。 

ウ 一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

⑶ 再度入札に関する事項  

ア 再度入札の回数は１回とし、初回の入札において落札者がない場合は、日時を指定し

て再度入札を行う。再度入札を行うときは、通知文にて開札日時、入札書の提出方法等

を通知する。 

イ 再度入札には、初回の入札に参加しなかった者、初回の入札で無効とされた者は参加

できない。 

 

１２ 入札の辞退に関する事項 

⑴ 入札を辞退する場合は、入札締切日時までに理由を付した辞退届を提出すること。ただ

し、辞退届を提出した後は、辞退届の撤回をすることはできない。 

⑵ 入札締切日時までに入札書の提出がなく、かつ、前号の辞退届の提出もない入札参加者

は、入札締切日時を経過した時をもって当該入札を辞退したものとみなす。この場合にお

いて、当該入札参加者は、開札後、書面による辞退届を直ちに下水道管理センターに提出



すること。 

 

１３ 落札者の決定 

⑴ 予定価格（消費税及び地方消費税相当額その他一切の経費を含む。）を上回る価格で入

札した者のうち、最高の価格をもって入札したものを落札者と決定する。ただし、その者

により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその

者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある等契約の相手方とし

て著しく不適当であるときは、その者を落札者としないことがある。 

⑵ 開札の結果、落札者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合は、くじによ

って落札者を決定することとする。この場合において、落札者となるべき同価格に入札を

した者は、くじを辞退することはできない。 

⑶ 落札者への連絡は口頭、電話、ＦＡＸ等で通知するものとする。 

 

１４ 入札の無効に関する事項 

⑴ 次に掲げる入札は、無効とする。 

ア 虚偽の内容を記載した制限付一般競争入札参加申込書等により入札参加を認められた

者がした入札、その他入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

イ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札 

ウ 同一事項の入札について、他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

エ 談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札 

オ 第２項第７号に定めるいずれかに該当する複数の者のした入札は全て無効とする。た

だし、該当する者のうち１者を除く他の全ての者が入札を辞退した場合は、残る１者の

入札は無効としない。 

カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

キ 金額を訂正した入札 

ク 押印のない入札書による入札 

ケ 再度入札における入札金額が、当該入札の直前の入札の最高金額と同額又はこれを下

回る入札 

⑵ 無効となる入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。 

 

１５ 契約の締結 

 ⑴ 契約は、総額での契約とする。 

⑵ 契約予定日は、令和５年（2023年）８月１８日とする。 

⑶ 契約書の作成を要する。 

⑷ 売払い金額は、入札書記載の金額とする。 

⑸ 正当な理由がなく落札者により契約が解除された場合及び落札者の契約不履行により市

が契約を解除した場合は、落札者は売払い金額の１０分の１に相当する金額を違約金とし

て、市が指定する期間内に支払わなければならない。 

 

１６ 売払い金額の納付 



 ⑴ 落札者は、令和５年（2023年）８月２８日までに、前項第４号の定める売払い金額から

第１０項第２号に規定する契約保証金のうち納入済の金額を除いた金額（以下「納入通知

額」という。）を市が指定する方法により一括して納付すること。 

なお、第１０項第２号の契約保証金は、売払い金額に充当する。 

 ⑵ 納入通知額が前号に規定する日までに支払われなかった場合は、契約を解除する。この

場合において、契約保証金は一切返還しない。 

 

１７ 売払い物件の所有権の移転及び引渡し等 

 ⑴ 売払い物件の所有権は、契約締結後、落札者が売払い金額を完納したときに落札者に移

転する。所有権移転時において、売払い物件を保管している容器及び売払い物件内に存在

する一切の動産等についても、落札者に帰属するものとする。 

 ⑵ 売払い金額の完納を確認した後、売払い物件を現状有姿で引き渡す。 

⑶ 引渡場所は、姫路市上下水道局下水道部下水道管理センターとする。 

 ⑷ 売払い物件の輸送等の費用は落札者の負担とし、売払い金額の完納後、令和５年（2023

年）９月１５日までに引渡場所から搬出すること。 

 ⑸ 落札者は、売払い物件の搬出前にその物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡するこ

とはできない。 

⑹ 所有権移転前に生じた売払い物件の滅失、毀損その他一切の損害は、落札者の責に帰す

べきものを除き市が負担し、所有権移転後に生じたこれらの損害は、市の責に帰すべきも

のを除き落札者が負担する。 

 

１８ その他 

 ⑴ 落札決定後、正当な理由なく契約を辞退した場合は、指名停止を行うことがある。 

⑵ 落札者が契約の締結までに、入札制限基準に該当し、又は指名停止を受けた場合は、契

約を締結しないことがある。 

⑶ 本売払い契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者が負担する。 

⑷ 売払い物件の確認及び見本の提供を受けずに入札に参加した場合であっても、売払い物

件の現況等について既に了知されているものとみなす。 

⑸ 売払い物件の利用等に係る諸規制に関する調査及び確認は、参加希望者自身において行

うこと。 

⑹ 売払い物件の活用に当たっては、法令等の規則を遵守すること。 

⑺ 落札者は、契約の締結までに、暴力団排除要綱様式第３号に定める暴力団排除に関する

誓約書を姫路市上下水道事業管理者に提出しなければならない。 

⑻ 規則第１０条第１号に該当するときは、入札執行を取り消すことができる。  

⑼ 提出する書類の作成に係る費用は、参加希望者の負担とする。 

⑽ 提出された書類は、返却しない。 

⑾ 市は、落札者に対して、売払い物件の引渡し後に隠れた瑕疵が発見されたとしても、一

切の責任を負わない。 

⑿ 売払い物件の引渡し後、売払い物件と提供した見本の成分（銀含有量等）に差異が生じ

たとしても、市は一切の責任を負わないため、了解の上、入札に参加すること。 


